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 2022 年 1 月 1 日より、ベトナム政府は、ベトナムに拠点のない外国企業による電子商取引活動を規制するため、ベトナムに拠

点のない外国の電子商取引事業者のうち特定の類型の者につき、ベトナム商工省(以下「商工省」という。）への電子商取引ウェ

ブサイトの登録、及び登録バッジの取得等を求める新規則を施行した。当該規則の適用を受けるベトナムに拠点のない外国の電

子商取引事業者は、2022 年 12 月 31 日まで猶予期間を与えられており、その日までにこの新規制を完全に遵守する必要があ

る。 
 
 以下のいずれかに該当するウェブサイトを所有している者は、上記各義務を負う。 
 

(ⅰ) ベトナムのドメイン名（すなわち「.vn」）を持つ電子商取引ウェブサイト 
(ⅱ) ベトナム語で表示される電子商取引ウェブサイト 
(ⅲ) ベトナムからの取引が年間 10 万件以上ある電子商取引ウェブサイト 

 
 2022 年 3 月 30 日、商工省の下位機関であるベトナム電子商取引・デジタル経済庁(以下「電子商取引・デジタル経済庁」とい

う。)は、ベトナムに拠点のない外国企業により所有される電子商取引ウェブサイトの登録手続の詳細を規定した、オフィシャルレ

ター第 292/TMDT-CS 号を発行した。当該オフィシャルレターによれば、上記に該当する電子商取引ウェブサイトを所有する、ベト

ナムに拠点のない外国企業は、ベトナム国内にて設立され、ベトナムの法律に基づいて運営されている電子商取引ウェブサイト

の所有者と同様登録手続を遵守する必要がある。電子商取引ウェブサイトの登録義務が遵守されなかった場合、当該ウェブサイ

トの所有者は、最高 6,000 万ドン(約 30 万円相当)の罰金を科される。 
 
 登録手続は、当局のサイト 1にてアカウント登録後、オンラインにて行うことができる。必要書類のスキャンデータのオンライン提

出が確認された後、必要書類のハードを電子商取引・デジタル経済庁に送付し、確認及び検証を受ける。スキャンデータ及び

ハードの内容が一致すれば、上記アカウント保有者は、登録バッジ（下記参照）を受け取ることができ、当該バッジを自社ウェブサ

イトに表示することで、登録手続は完了となる。 

 
 
 ベトナムでは、システムエラーや当局の業務負担等様々な理由により、登録手続が頻繁に遅延するため、上記の電子商取引

ウェブサイトの所有者で、まだ商工省から登録バッジを取得していない所有者は、早期に対応を取ることが推奨される。 
 

                                                   
1  http://online.gov.vn/ 
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当事務所では、クライアントの皆様のビジネスニーズに即応すべく、弁護士等が各分野で時宜にかなったトピックを解説したニューズレターを執筆し、

随時発行しております。N&A ニューズレター購読をご希望の方は N&A ニューズレター 配信申込・変更フォームよりお手続きをお願いいたします。 
また、バックナンバーはこちらに掲載しておりますので、あわせてご覧ください。 
 
本ニューズレターはリーガルアドバイスを目的とするものではなく、個別の案件については当該案件の個別の状況に応じ、日本法または現地法弁護

士の適切なアドバイスを求めていただく必要があります。また、本稿に記載の見解は執筆担当者の個人的見解であり、当事務所または当事務所の

クライアントの見解ではありません。 
 
西村あさひ法律事務所 広報室 E-mail  
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